
 

低 入 札 価 格 調 査 の 概 要 

 
入 札 件 名：監視部庁舎照明器具更新工事 
調 査 対 象 業 者 名：株式会社東陽電気商会 
調査対象業者の住所 ：大阪府堺市堺区中安井町３丁１番２４号 
 

項 目 内 容 
（1）その価格により入札した理由 
 
 
 

同社は本工事と同種の工事実績が過去に多数あり、その経験豊富な

社員及び施工体制を生かした効率的かつ良質な作業が可能である。 
さらに、資材及び機器等の調達については、使用資材の仕様及び数

量等を充分に把握、検討し、分割発注にせず資材納入業者を協力会社

１社に限定することで、通常よりも納入価格を抑えることができる。 

（2）契約対象工事付近における手持

工事の状況 
特になし。 

（3）契約対象工事に関連する手持工

事の状況 
特になし。 

（4）契約対象工事個所と入札者の事

業所・倉庫等との関連（地理的条

件） 

同社と契約対象工事個所は、車で約 25 分の距離である。 

（5）手持資材の状況 特になし。 
（6）資材購入先及び購入先と入札者

との関係 
資材については同社と長年取引関係がある協力会社から購入する

予定である。 
（7）手持機械数の状況 本工事で使用する手持機械については、バンドソー１台、高速カ

ッター１台、充電式ハンマードリル１台、充電式電動油圧圧着器１

台、照度計２台、絶縁抵抗計２台である。 
（8）労務者の具体的供給見通し 本工事に従事可能な作業員が確保出来ている。また、管理・労務

に遅れが出るようなことがあれば、必要に応じ、増員・増強が可能

な体制を整えている。 
（9）過去に施工した公共工事名及び

発注者 
平成２８年から現在まで４件の公共工事施工実績がある。 

（10）公共工事の成績状況 公表しないものとする。 
（11）経営内容・経営状況・信用状

態 
公表しないものとする。 

（12）（1）～（11）までの事情聴取

した結果についての調査検討 
上記のとおり、相手方から聴取した各調査項目において問題は認

められないため、当該入札業者を落札業者と決定し契約することが

妥当と認められる。 
 


